
はい いいえ

耐火・準耐火構造 □ □

1 □ □

2 □ □

3 □ □

その他 □ □

定員 □ □

広さ □ □

□ □

□ □

広さ □ □

（例外） □ □

浴室 広さ □ □

配置 □ □

その他 □ □

食堂 広さ □ □

広さ □ □

（例外） □ □

機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する。

プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さを有すること。

１の居室の定員は１人（個室）とする。ただし、利用者処遇に必要な場
合には２人とすることも可能。（夫婦部屋など）

建物の構造
耐火・準耐火構造
以外の構造

（上記でいいえの場合）
利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている。

介護を行うために適当な広さを有すること。

１以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面し
て設けている。

　　　　　　特定施設入居者生活介護施設整備チェックリスト

スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料
の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防
火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構
造であること。

その他

地階に設けていない。

機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する。

機能訓練室

便所

一時介護室

介護居室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものである。

居室のあるフロアごとに設置されている。

非常用設備を備えている。

【様式７】

非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が
整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する非難
路の確保等により、円滑な非難が可能な構造であり、かつ、避難
訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火
災の際の円滑な避難が可能なものであること。

利用者が車いすで円滑に異動することが可能な空間と構造を有するこ
と。

木造かつ平屋建てで、次のいずれかの要件を満たすことにより、火災
に係る利用者の安全が確保されていると認められる場合については、
耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しません。

（上記でいいえの場合）
他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる。

耐火建築物又は準耐火建築物である。

チェック欄
チ　ェ　ッ　ク　項　目


